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令和４年 第７回 当別町教育委員会定例会議事録 

 

日  時  令和４年６月２８日（水） 午後２時００分 

場  所  役場３階中会議室 

出 席 者  本庄教育長、武岡教育長職務代理者、寺田委員、小林委員 

出席職員  大畑教育部長、川村学校教育課参事、石川社会教育課長、山下子ども未来課長、

玉木学校教育課主幹 

傍 聴 者  なし 

【開会の宣言】 

教育長 

 

ただ今、定数に達しておりますので、これより令和４年第７回当別町教

育委員会定例会を開催致します。 

【議事日程】 

教育長 

 

日程につきましては、各委員に配付しています日程表により議事に入り

ます。 

【日程第１】 

教育長 

 

日程第１、報告第１号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課参事 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました、報告第１号 臨時代理の報告につきまして、

提案の説明を申し上げます。 

 議案書につきましては、１頁から４頁までをご高覧ください。 

令和４年度６月の補正予算については、令和４年 第６回 当別町教育委

員会定例会におきまして、協議案第２号として提案、委員各位の了解をい

ただきましたが、その追加分として臨時に代理し町理事者に提出したの

で、委員会に報告するものであります。 

 追加分の内容につきましては、地方創生臨時交付金を活用した、新型コ

ロナ感染症対策事業として調整中であった学校の施設整備、認定こども園

の他、子育て支援センター、子ども発達支援センター、子どもプレイハウ

ス事業で衛生用品、備品の購入への補助などを計上し、歳入・歳出の補正

を行ったものであります。 

 よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

詳細につきましては、学校教育課参事、社会教育課長、子ども未来課長よ

り説明いたします。 

 

ご説明申し上げます。議案書では、３頁と４頁をご高覧願います。内容
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社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども未来課長 

 

 

につきましては、別記令和４年度６月補正予算（追加分）概要説明書によ

りご説明申し上げます。 

はじめに、３頁の歳入の１６款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ６目 

教育費国庫補助金の学校等における感染症対策等支援事業補助対象事業

費ですが、学校の感染症対策に係る衛生用品購入に対する国庫補助で、事

業費の２分の１補助の２１万円を増額するものです。 

次に４頁の歳出の ２款 総務費 １項 総務管理費 １４目 地方創

生臨時交付金事業費におきまして、１番上の「学校等における感染症対策

等支援事業」は、学校におけるコロナ感染症対策のための消毒液などの消

耗品を購入するため、４２万円を増額するものであります。 

次に、西当別小学校、西当別中学校エアコン設置工事ですが、これは、

感染対策に伴う熱中症や体調不良の児童生徒がいた場合、保健室は緊急処

置や一時的な隔離場所となる場合がありますので、室温管理が行えるよう

に学校の環境改善をするため、西当別小学校と西当別中学校の保健室にエ

アコンを設置する費用として、４３６万７千円を増額するものでありま

す。 

次に、西当別小学校トイレ改修工事の１９万円減と西当別小学校児童玄

関改修工事」の 436 万円減は、西当別小学校と中学校の保健室にエアコン

を設置する財源として入札差金を減額して、その財源に充てるものであり

ます。 

次に、とうべつ学園後期課程修学旅行キャンセル料は、４月２５日から

２泊３日で予定しておりましたとうべつ学園９年生の修学旅行が、感染者

の拡大によりやむを得ず延期したことで、キャンセル料が発生したことか

ら、１０３万円を増額するものであります。 

以上でございます。 

 

引き続き、社会教育課所管分について、ご説明申し上げます。 

４頁の歳出でございます。 

２款 総務費 １項 総務管理費 １４目 地方創生臨時交付金事業費の徴

用備品費 ３８８万１０００円については、とうべつ学園水泳プール感染

防止対策事業として、プールの更衣室が密になることを避けるため、現在

のロッカーが劣化していることもあり、新しく衛生面にも配慮した、幅広

のロッカーに入れ替えを行い感染対策とするものです。 

以上でございます。 

 

引き続き、子ども未来課所管分について、ご説明申し上げます。 

３頁をご覧ください。 

歳入についてですが、歳出にかかるコロナ対策の補助金であり、具体的
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には地方創生臨時交付金事業費の子育て支援センター事業消耗品及び一

時預かり事業補助金、延長保育事業補助金に係る国及び道の補助金であり

ます。 

１６款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ２目 民生費国庫補助金におき

まして 子ども・子育て支援交付金 ６９万９千円の増、１７款 道支出

金 ２項 道補助金 ２目 民生費道補助金におきまして国庫補助金と同

額の６９万９千円の増であります。 

次に４頁、歳出ですが、２款 総務費 １項 総務管理費 １４目 地

方創生臨時交付金事業費におきまして、子ども発達支援センター感染防止

対策消耗品４９万５千円、子育て支援センター事業消耗品７０万円、子育

て発達支援センター感染対策備品４５万６千円は、発達支援センター、遊

びの広場、ファミリーサポートセンターで使用する消毒薬やマスク、ゴム

手袋などの衛生用品及び発達支援センターの指導用備品等の購入費用を

計上しております。 

一時預かり事業補助金９０万円及び延長保育事業補助金５０万円です

が、認定こども園で感染予防で使用する消毒薬やマスク、ゴム手袋などの

衛生用品の購入費用を補助するものであります。 

以上であります。 

教育長 

 

武岡委員 

 

 

学校教育課参事 

 

 

 

教育長 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 

 とうべつ学園後期課程の修学旅行は、あとから行けることになったので

しょうか。 

 

 修学旅行は、９月７日から９日を予定しております。場所も変更がなく

青森県、宮城県の２泊３日を予定をしており、延期後についても同様のプ

ランで行く予定です。  

 

 他にご質問等はございますか。 

 

なければ、質疑を打ち切り、報告第１号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

  

異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第１号は原案の

とおり承認致しました。 
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【日程第２】 

教育長 

 

日程第２、報告第２号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

（提案の説明） 

只今、議題となりました報告第２号 臨時代理の報告につきまして、提

案の説明を申し上げます。 

議案書につきましては、５頁から６頁まで 、別冊では１頁をご高覧下

さい。内容につきましては、令和４年５月３１日付け本人からの願いによ

り、当別町教育支援委員会委員の解職について、臨時に代理したので、委

員会に報告するものであります。 

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長 

 

ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

なければ、質疑を打ち切り、報告第２号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第２号は原案

のとおり承認致しました。 

【日程第３】 

教育長 

 

日程第３、報告第３号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

（提案の説明） 

議案書につきましては、７頁から８頁まで 、別冊では１頁をご高覧下

さい。 

内容につきましては、令和４年６月１日付け、当別町教育支援委員会委

員の委嘱について、新たに、当別町立西当別中学校より、木瀬 尚貴 氏

を臨時に代理したので、委員会に報告するものであります。任期は令和５

年４月３０日までとなります。 

よろしくご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第３号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第３号は原案の
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とおり承認致しました。 

【日程第４】 

教育長 

 

日程第４、報告第４号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

（提案の説明） 

只今、議題となりました報告第４号 臨時代理の報告につきまして、提

案の説明を申し上げます。議案書につきましては、９頁から１０頁まで 、

別冊では、２頁をご高覧下さい。 

内容につきましては、令和４年５月１９日付け本人からの願いにより、

当別町子ども・子育て会議委員の解職について、臨時に代理したので、委

員会に報告するものであります。 

よろしく、ご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第４号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第４号は原案の

とおり承認致しました。 

【日程第５】 

教育長 

 

日程第５、報告第５号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

（提案の説明） 

只今、議題となりました報告第５号 臨時代理の報告につきまして、提

案の説明を申し上げます。議案書につきましては、１１頁から１２頁まで、

別冊では、２頁をご高覧下さい。内容につきましては、令和４年５月２０

日付け、当別町子ども・子育て会議委員の委嘱について、新たに認定こど

も園 当別夢の国幼稚園 PTA より、西川 正章 氏を臨時に代理したので、

委員会に報告するものであります。 

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長 

 

ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

なければ、質疑を打ち切り、報告第５号は原案のとおり承認してご異議
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ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第５号は原案の

とおり承認致しました。 

【日程第６】 

教育長 

 

日程第６、報告第６号及び報告第７号は関連する議案となりますので、 

一括して上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案の説明） 

 報告第６号 令和４年度６月補正予算につきまして、提案の説明を申し

上げます。 

 議案書につきましては、１３頁、１４頁をご高覧ください。 

 本補正予算につきましては、令和４年第６回当別町教育委員会定例会 

におきまして、協議案第２号として提案、委員各位の了解をいただきまし

た補正予算であります。 

 内容につきましては、各学校における新型コロナ感染対策のための消毒

液、抗原検査キットなどの消耗品や、備品の購入、子ども発達支援センタ

ーの会計年度任用職員の通勤手当の増などです。 

追加分ですが、先ほどご了解をいただきました補正予算追加分につきま

しては、令和４年第２回当別町議会定例会において、６月２２日に原案の

とおり可決されましたので、委員会にこれを報告し、ご承認をいただこう

とするものであります。 

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

  

教育長 

 

寺田委員 

 

 

教育部長 

 

 

教育長 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

  

戻りますが、エアコン工事がどういった工事になるのかを簡単に説明し

ていただきたいです。 

 

西当別小学校と西当別中学校の保健室にエアコンを設置します。室外

機、中に設置する機械を合わせた金額を設定しております。 

 

他にございませんか。 

なければ、質疑を打ち切り、報告第６号及び報告第７号は原案のとおり

承認してご異議ございませんか。 
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 （「異議なし」の声） 

異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第６号及び報告第

７号は原案のとおり承認致しました。 

【日程第７】 

教育長 

 

日程第７、報告第８号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

 教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案の説明） 

只今、議題となりました報告第８号 当別町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案の説明を申

し上げます。 

議案書につきましては、１５頁をご高覧下さい。 

本件につきましては、令和４年第６回教育委員会定例会にて、協議案第

１号として提案、委員各位の了解をいただきました、条例の一部を改正す

る条例制定です。 

令和４年第２回当別町議会定例会において、６月２２日に原案のとおり

可決されましたので、委員会にこれを報告し、ご承認をいただこうとする

ものであります。 

よろしく、ご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第８号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第８号は原案の

とおり承認致しました。 

【日程第８】 

教育長 

 

日程第８、報告第９号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

 教育部長 

 

 

（提案の説明） 

ただ今、議題となりました報告第９号 当別町一体型義務教育学校建設

工事（グラウンド整備）請負契約につきまして、提案の説明を申し上げま

す。 
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議案書につきましては、１６頁をご高覧下さい。  

本件につきましては、令和４年 第２回当別町教育委員会定例会におき

まして、協議案第６号、令和４年度当初予算として提案、委員各位の了承

をいただいております。 

内容につきましては、「とうべつ学園」のグラウンド整備工事を発注す

るにあたり、本工事を、令和４年４月２７日に一般競争入札に付したとこ

ろ、新昌建設株式会社が、４億２１６万円で落札しました。 

同社と請負契約を締結するため、「議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例」第２条の規定により、予定価格が５０００

万円以上の請負工事については議会の承認を得ることになっており、令和

４年第１回当別町議会臨時会において、５月２０日に原案のとおり議決し

ましたので、委員会に、これを報告し、ご承認をいただこうとするもので

あります。 

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認を お願いいたします。 

教育長 

 

小林委員 

 

 

教育部長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 只今提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

  

契約金額は、予算内でしょうか。また、グラウンド整備ですが、何月頃

までの契約ですか。 

  

校舎の解体は１月いっぱいかかる予定で、グラウンド整備をその後に行

うため、令和４年、５年の２か年、グラウンド整備にかかります。予算で

すが、令和４年と令和５年の２か年にかかる契約金額となり、予算内にな

ります。 

  

他にございませんか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第９号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第９号は原案の

とおり承認致しました。 

【日程第９】 

教育長 

 

日程第９、報告第１０号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

 教育部長 

（提案の説明） 

只今、議題となりました 
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報告第１０号 当別中学校解体工事請負契約につきまして、提案の説明

を申し上げます。 

議案書につきましては、１７頁をご高覧下さい。 

本件につきましては、令和４年第２回当別町教育委員会定例会におきま

して、協議案第６号 令和４年度当初予算として提案、委員各位の了承を

いただいております。 

内容につきましては、当別中学校の解体工事を発注するにあたり、本工

事を、令和４年４月２７日に指名競争入札に付したところ、宮永建設株式

会社が、５億１１５０万円で落札しました。 

同社と請負契約を締結するため、「議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例」第２条の規定により、予定価格が５０００

万円以上の請負工事については議会の承認を得ることになっており、 

令和４年第１回当別町議会臨時会において、５月２０日に原案のとおり

議決しましたので、委員会に、これを報告し、ご承認をいただこうとする

ものであります。 

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長 

 

小林委員 

 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武岡委員 

 

教育部長 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 

 ４月からアスベストの法制度が変わり、厳重化されたので、解体工事が

遅れるのではないかと聞いていますが、いかがでしょうか。 

 

ご指摘の通り、アスベスト解体にかかる法律の改正がありました。一つ

一つの解体場所をしっかりと覆って、アスベストが飛散しないような工事

を丁寧に行わなければなりません。当初考えていた解体工事の見積もりは

約３億円程度でありましたが、法律の改正により、５億３千万円を計上さ

せていただきました。工事を丁寧に行うことにより、工期も１月いっぱい

までとなり、さらに工事の契約金額も増えました。これに基づいて、解体

工事及びグランド整備も影響を受け、グランドも２ヵ年かかることとなり

ました。 

業者もマニュフェストを立てて、国に提出しなければならないようで

す。その工事の進捗等、工事の工程についてのしっかりしたものを提出し

てこれを進めていくと聞いております。この工事自体は教育委員会から建

設課への委託工事となっておりますが、しっかりと監督し進めていく方針

であります。 

 

教材園は４月からすぐに使えるのでしょうか。 

 

確認させていただきます。 
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武岡委員 

 

 

教育長 

 

できれば４月からすぐ使えるような状態で整備していただけるとあり

がたいです。 

 

 他にございませんか。  

なければ、質疑を打ち切り、報告第１０号は原案のとおり承認してご異

議ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第１０号は原案

のとおり承認致しました。 

【日程第１０】 

教育長 

 

日程第１０、報告第１１号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

（提案の説明） 

報告第１１号 当別町総合体育館屋上防水改修工事請負契約につきまし

て、提案の説明を申し上げます。 

 議案書につきましては、１８頁をご高覧下さい。 

本件につきましては、令和４年第２回当別町教育委員会定例会におきま

して、協議案第６号、令和４年度当初予算として提案、委員各位の了承を

いただいております。 

 内容につきましては、当別町総合体育館屋上防水改修工事を発注するに

あたり、本工事を令和４年４月２７日に一般競争入札に付したところ、辻

野建設工業株式会社が１億２６５０万円で落札しました。 

 同社と請負契約を締結するため、「議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例」第２条の規定により、予定価格が５０００

万円以上の請負工事については議会の承認を得ることになっており、 

令和４年第１回当別町議会臨時会において、５月２０日に原案のとおり議

決しましたので、委員会にこれを報告し、ご承認をいただこうとするもの

であります。 

 よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長 

 

小林委員 

 

社会教育課長 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 

 改修工事によってどれくらい寿命が延びるのでしょうか。 

 

 基本的には十数年くらいと聞いております。 
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小林委員 

 

 

 

教育部長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育委員会で予算計上していますが、防災施設の面でも大きな施設なの

で、町もしっかりと予算組をしてもらうような仕組み作りが必要だと思い

ます。 

 

町全体でも計画を作っており、施設にいつ頃、どれぐらいお金かかるか

という計画は常に作ってはおります。 

 

他にありませんか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第１１号は原案のとおり承認してご異

議ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第１１号は原案

のとおり承認致しました。 

【日程第１１】 

教育長 

 

日程第１１、議案第１号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

（提案の説明） 

ただ今議題となりました議案第 1 号 当別町立とうべつ学園区域学校

運営協議会委員の委嘱につきまして、提案の説明を申し上げます。 

議案につきましては１９頁、別冊では３頁をご高覧ください。 

当別町立学校運営協議会の運営等に関する規則第５条第１項及び第６

条第１号の規定に基づき、当別町立とうべつ学園区域学校運営協議会委員

１名を委嘱するため、委員会の議決を得ようとするものであります。 

詳細につきましては、別冊３頁に新旧委員を掲載しております。新委員

としてとうべつ学園ＰＴＡより 並川 憲多 氏を新たに加えることと

します。 

よろしくご審議をいただきますようお願い致します。 

教育長 

 

武岡委員 

 

教育部長 

 

教育長 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

  

 並川さんは、どのような役職ですか。 

 

 とうべつ学園のＰＴＡ会長です。 

 

 他にありませんか。 
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なければ、質疑を打ち切り、議案第１号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第１号は原案の

とおり決定致しました。 

【閉会の宣言】 

教育長 

 

以上で、本日の日程は、全て終了致しました。 

令和４年第７回当別町教育委員会定例会を閉会致します。 

教育長 引き続き、事務局から報告・連絡等をお願いします。 

◆学校教育課参事より説明 

〇令和４年第２回当別町議会定例会一般質問について 

〇児童生徒のための相談窓口「おなやみポスト」開設について 

〇令和３年度学校図書館蔵書冊数及び貸出状況について    

〇教職員時間外在校等時間の公表について 

〇ハラスメントの相談窓口開設について 

〇全国学力・学習状況調査結果の公表方法について   

〇とうべつ学園町民見学会の報告について 

〇とうべつ学園の４月からの状況報告について 

◆社会教育課長より説明 

○映画「大地の侍」上映会について            

〇「当別スウェーデンマラソン 2022」の実施について          

 ◆子ども未来課長より説明 

  ○子育てガイドブックの発行について 

教育長 次回の定例会の日程でありますが、令和４年７月２０日（水）午後２時

００分から、役場３階中会議室での開催を予定していますので、よろしく

お願いします。 

以上で、全てを終了させていただきます。お疲れ様でした。 

閉会 午後３時２４分 

 

 上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

          当別町教育委員会  教   育   長 

 

                    教育長職務代理者 

 


